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グリーンスローモビリティカーシェアリング

ハイブリッドリユースのイメージ

地域交通情報アプリケーション

コミュニケーションロボット

地域の足として活用

ハイブリッド
ユニットの回収 リビルド

再製品化販売メンテナンス

新産業の創出

□問 　SDGs地域戦略推進室（内線4223）

で を未来 変えよう！エスディージーズ

エスディージーズ

　使われなくなったハイブリッド自動
車の基幹ユニットを再利用し、電気自
動車などにリユースする事業を展開し
ます。
　地域に新産業として定着させること
で、雇用の場を創出し若者の地元離れ
の抑制に寄与すると共に、環境に配慮
した地域経済の活性化を図ります。

　既存の公共交通とカーシェアリング
をつなぐ地域交通情報アプリケーショ
ンおよびコミュニケーションロボット
の活用により、半島沿岸部などの移動
手段の利便性を確保すると共に、高齢
者の孤立防止を図ります。　

　ハイブリッドリユース事業によって生
産された電気自動車を活用し、低速走
行で安全性に優れ環境にもやさしい電
気自動車（グリーンスローモビリティ）で
のカーシェアリングを行います。
　このことにより、低炭素社会の実現
に貢献すると共に、高齢者などの外出
機会を創出することで孤立防止および
コミュニティの活性化を図ります。

④グリーンスローモビリティの
活用

②地域交通情報アプリケーショ
ンを活用した地域カーシェア
リングの運用
③コミュニケーションロボット
による高齢者支援

①ハイブリッドリユース事業の
展開

環境にやさしい
低炭素社会の実現

コミュニティの活性化
新たな移動手段の構築地域経済の活性化

SDGsの普及促進により、環境意識が高
い人材の育成を図ります

　①～④の取り組みによって、左の図の
ような経済・社会・環境の各分野における
双方向の相乗効果の創出を目指します。
※相乗効果とは？（例：経済→社会）
経済面の取り組みが推進されることに
よって、社会面の取り組みに生じる効
果のことです。

双方向の相乗効果双方向の相乗効果

　内閣府では、SDGsの達成に向けた取り組みを公
募し、経済・社会・環境の三側面で新しい価値を創出
する優れた取り組みを提案する都市を「SDGs未来
都市」に選定しています。
　これまで多くの応募の中から２年間で60の都市
が選定され、今年度は本市を含む33の都市が新たに
選定されました。
市の取り組みが全国のSDGsモデルに！

　さらに、2020年度SDGs未来都市の中でも特に
先導的な10都市の１つとして、本市の取り組みが
「自治体SDGsモデル事業」に選ばれました。

持続可能なまちづくりに必要な３つの側面
※各側面の個別効果だけではなく、各分野における
　双方向の相乗効果の創出を目指します。

＜提案全体のタイトル＞

＜目指す姿＞
　地域の中に相手を思いやる「おたがいさま」の声があふれる支え合いのまちづくりを推進することにより、「コミュニティ
を核とした持続可能な地域社会の構築」を目指します。

最大の被災地から未来都市石巻を目指して
～グリーンスローモビリティと「おたがいさま」で支え合う持続可能なまちづくり～

　S
サ ス テ ィ ナ ブ ル
ustainableD

ディベロップメント
evelopmentG

ゴールズ
oalsの略で、日本語

では「持続可能な開発目標」と訳されます。
　「世界中の誰一人取り残さない」をテーマに、2015
年9月の国連サミットで採択された、全ての人が将来
にわたって平和で豊かな生活を送れるようにするため
の、2030年までに達成すべき課題とその具体目標を
定めたものです。
→市報いしのまき令和2年5月号やホームページをチェック！

SDGsってなに？

食べ物を運ぶ輸送コストお
よび消費エネルギーの削減

安全な海の食材（魚介類）を
確保・供給できる

プラスチックごみが減るこ
とで海洋汚染を防ぎ、海の
生物を保護

プラスチック生産量の減少
によるＣＯ2削減

教育が受けられないことで
生じる貧困の連鎖が解消 途上国での児童労働が抑制

され、子ども達の学習時間
が確保される

食べ物を作るための過剰な
森林伐採が減る

適正な労働への対価が得ら
れ、働きがいにつながる

途上国の格差解消や公正な
社会づくりに貢献

森林にすむ生き物が
守られる

食べ物を効率よく運ぶこと
ができる

世界の健康水準の向上に
つながる

ごみ焼却時のＣＯ2削減

ごみ焼却コストの削減

貧困地域にも食べ物が行き
わたり、飢餓が減る

ごみが減る
持続可能な消費とライフ
スタイルの実現

マイバッグや
マイボトルを
使って、レジ
袋やペットボ
トルの使用を
減らす

SDGsの17の目標は、互いに影響し合っています。「１つの行動が、いろいろな目標の達成につながっていく」これもSDGsの特徴です。
より良い未来のために、みんなでできることから取り組んでみましょう！

みんなではじめよう！SDGs！

食べられる量
だけ注文す
る、必要な分
だけ買うこと
で、食べ残し
を減らす

適正で公正な値段のもの（フェア
トレード商品※）を買う

＜環境面の効果＞

＜環境面の取り組み＞＜社会面の取り組み＞＜経済面の取り組み＞

＜社会面の効果＞＜経済面の効果＞＜行動の例＞

※フェアトレード商品…途上国などで作られた商品を適正な価格で取り引きすることで生産者の生活向上を支える運動で、日本のスーパーなどでも多く見られます。　国際フェアトレード認証マーク ▼

新産業を創出すると共に、移動手段の利
便性向上を図ります

高齢者の外出機会を創出することによ
り、消費拡大を図ります

環境にやさしいモビリティの活用によ
り、高齢者の外出機会の創出とコミュニ
ティの活性化を図ります

100％自然エネルギーのモビリティにハ
イブリッドリユース自動車を活用するこ
とにより、地域経済の活性化を図ります

ハイブリッドリユース事業の展開により、資源の
有効利用促進と温室効果ガス排出抑制を図ります

①経済→社会②③社会→経済

④環境→社会④環境→経済

　社会→環境①経済→環境

市が提案した主な取り組みの内容 SDGs未来都市とは

経済

経済

社会

社会

環境

環境



市報 いしのまき 　令和２年（2020年）９月号3

おお
ららせせ
知知
今月

のおお
ららせせ
知知

居住確認後、
郵便受けなど
に調査書類を
配布します。

インターネット回答または調査票を郵送で提出

回答期限（10/7）
まで回答なし

調査員が再訪問し
調査書類を配布

回答完了

回答は
10月7日まで

子
ど
も
・
教
育

子
ど
も
・
教
育

小・中
学
生
対
象
の

就
学
援
助
制
度

　
家
庭
の
経
済
的
な
理
由
か
ら

支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
児
童・
生
徒
の
保
護
者
に

対
し
て
、就
学
に
必
要
な
経
費

の
一
部
を
支
給
す
る
制
度
で

す
。

対
象

○
保
護
者
の
世
帯
全
体
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、経
済

的
な
支
援
を
必
要
と
し
て
い

る
世
帯

 

・ 

生
活
保
護
を
停
止
ま
た
は
廃

止
さ
れ
た

 

・ 

市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
て
い
る

 

・ 

固
定
資
産
税
や
個
人
事
業
税

が
減
免
さ
れ
て
い
る

 

・ 

国
民
年
金
の
保
険
料
が
減
免

さ
れ
て
い
る

 

・ 

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
ま

た
は
徴
収
が
猶
予
さ
れ
て
い

る

 

・ 

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る

 

・ 

生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け

を
受
け
て
い
る

 

・ 

世
帯
員
全
員
の
合
計
収
入
が

著
し
く
低
い
な
ど
の
事
情
が

あ
る

○
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災

し
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
経
済
的
な
支
援
を
必
要

と
し
て
い
る
世
帯

 

・ 

家
屋
が
半
壊
以
上
の
被
害
を

受
け
た

 

・ 

原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら

避
難
し
て
き
た

 

・ 

解
雇
な
ど
に
よ
り
著
し
く
収

入
が
減
っ
て
い
る

※
申
込
方
法
な
ど
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
各
小・中
学
校

　
市
教
育
総
務
課

　
（
内
線
５
０
１
７
）

今
月
は
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
月
で
す

　

７
月・
８
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
９
月
11
日（
金
）に
振
り

込
み
ま
す
。

□問　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

福 

　祉

福 

　祉

敬
老
祝
金
の
ご
案
内

　

今
年
満
88
歳
と
な
る
方（
昭

和
７
年
生
ま
れ
の
方
）で
９
月

１
日
現
在
、本
市
に
住
民
登
録

の
あ
る
方
に
、敬
老
祝
金
１
万

円
を
支
給
し
ま
す
。

　
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、住
民
票
の
住
所
と
異
な
る

所
に
住
ん
で
い
る
方
は
、住
民

票
の
あ
る
地
区
の
敬
老
祝
金
担

当
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

□問　
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
６
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

重・中
度
心
身
障
害
者
医
療

費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　

重・
中
度
心
身
障
害
者
医
療

費
受
給
者
証
は
、毎
年
10
月
１

日
が
更
新
日
で
す
。

更
新
手
続
き

 

・ 

申
請
時
の
所
得
状
況
確
認
に

同
意
し
た
方
で
、助
成
対
象

者
に
は
受
給
者
証
を
、非
該

当
者
に
は
文
書
を
９
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、原

則
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

 

・ 

そ
れ
以
外
の
方
は
９
月
上
旬

に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
９
月
28
日（
月
）ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
が
な
い
場
合
は
、医
療

費
助
成
を
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
１
月
１
日
現
在
、市
内
に
住

所
を
有
し
て
い
な
い
方
は
、

前
住
所
地
か
ら
の
所
得
証
明

（
令
和
２
年
度
分
）が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
状
況
確
認
に
同
意
し
な

い
方
も
所
得
証
明
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。

□申・□問　
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
７
８
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

９
月
９
日
は
救
急
の
日

『
救
急
隊
の
活
動
に
ご
協
力
を
』

　
出
動
の
要
請
を
受
け
た
救
急

車
は
で
き
る
だ
け
現
場
に
近
い

場
所
に
停
車
す
る
た
め
、救
急

と
は
関
係
の
な
い
皆
さ
ん
の
自

宅
前
な
ど
に
救
急
車
が
停
ま
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。救
急
隊
の

活
動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
救
急
隊
は
常
に
ス
ム
ー
ズ
な

現
場
活
動
を
心
が
け
て
い
ま

す
。傷
病
者
の
容
態
に
よ
っ
て

は
、応
急
処
置
が
必
要
と
な
り
、

現
場
滞
在
時
間
が
長
く
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
理
解
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、緊
急
走
行
時
は
法
令

で
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
て
走
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
理
解
く

だ
さ
い
。

□問  　
石
巻
広
域
消
防
本
部
警
防

課
　
☎
９
５－

７
４
３
３

2020年国勢調査が実施されます！
　国勢調査は、2020年で開始から100年。皆さま一人一人の回答が、国や地方の施策への活用や市の歳入の一部である地方交付税の算出の基礎となるなど、
私たちの生活に大きく関わってきます。９月上旬に国勢調査員が各世帯を訪問しますので、国勢調査へのご協力・ご回答をお願いします。

□問　総務課（内線4035）、河北総合支所地域振興課　☎62-1111、雄勝総合支所地域振興課　☎57-2111、河南総合支所地域振興課　☎72-2111、
　　桃生総合支所地域振興課　☎76-2111、北上総合支所地域振興課　☎67-2111、牡鹿総合支所地域振興課　☎45-2111

○国勢調査とは
　国勢調査は、統計法に基づき、国内の人口および世帯の実態を把握するととも
に、さまざまな行政施策などの基礎資料を得ることを目的として５年ごとに実施
される国の最も重要な統計調査です。
　調査は、10月１日現在、日本国内に普段住んでいるすべての人（外国人を含む）
および世帯を対象に行われます。
　住民票などの届け出に関係なく、10月１日現在で、すでに３カ月以上住んでい
る人または10月１日の前後を通じて３カ月以上住むことになっている人を、その
人が普段住んでいる場所で、世帯ごとに調査します。

○調査への回答方法
　調査の回答は、インターネット回答のほか、郵送でも
回答できます。10月７日（水）までに必ず回答してくだ
さい。
・インターネットで回答する場合
　調査員が配布した調査書類の中の「インターネッ
ト回答利用ガイド」に「ログインID」と「アクセス
キー」が記載されています。スマートフォンやパソコ
ンから回答サイトにアクセスし回答してください。
回答に要する時間は10～ 15分程度です。
・調査票を郵送で提出する場合
　調査員が配布した調査書類の中の「紙の調査票」を記入し、同封している「郵送
提出用封筒」で提出してください。なお、郵送料はかかりません。
・その他の回収方法
　インターネット、郵送のいずれでも回答が難しい方は、調査員が調査票を回収しま
す。ただし、新型コロナウイルス感染症対策として、調査員との非接触型の調査を推
奨していますので、可能な限りインターネットでの回答をお願いします。

・国勢調査は報告義務があります
　国勢調査は統計法などの法令に基づいて行われており、各世帯からの報告は
義務と定められています。報告を拒むまたは虚偽の報告をした者については、罰
則規定も設けられています。

○国勢調査員について
　各世帯を訪問する国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。
※調査員は、訪問時に顔写真入りの調査員証、腕章を身に着け、国勢調査員用の手
提げ袋を持って各世帯を訪問します。

○個人情報は厳格に保護されます。
 ・ 国勢調査では、統計法により厳格な個人情報保護が定められています。また、回
答内容は、統計を作成する目的以外に調査票を使用することを固く禁じていま
す。

 ・ 国勢調査に従事する者は、調査終了後も統計法による守秘義務が課されており、
違反した場合は罰則（２年以下の懲役または100万円以下の罰金）が設けられて
います。

○「かたり調査」にご注意下さい！
　調査員を装って調査票をだまし取ったり、個人情報を引き出そうとしたりする
「かたり調査」が発生する恐れがあります。被害に遭わないために、次の点にご注意
ください。
 ・ 調査員が所持している調査員証や腕章、手提げ袋を確認してください。
 ・ 国勢調査は、電話や電子メールで行われることはありません。
 ・ 国勢調査には、預金や収入などに関する調査事項はありません。

○新型コロナウイルス対策について
　新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、今回の調査では調査員と各世帯が
直接対面しない非接触方式により、調査を実施します。
 ・ 各世帯を訪問し、世帯人数の確認をする際はインターホン越しに行います。
 ・ 世帯人数の確認後、調査書類を郵便受けなどに投函しますので、10月７日（水）
までに必ず回答してください。

 ・ 期日までに回答が無い世帯は、調査員が再度訪問し、調査書類を投函しますので
必ず回答してください。

※期限までに、各世帯からの回答が無い場合や、回答内容に記入漏れが多い場合な
どは、調査員が複数回にわたって訪問または
指導員から電話連絡で記載内容を確認する
場合があります。新型コロナウイルスへの対
策上、調査員の各世帯への訪問回数が増える
ことは好ましくないため、調査関係書類が届
きましたら、速やかに回答してください。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、
行
事
な
ど

が
中
止
や
延
期
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
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空間放射線量の測定結果� （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校� （敷地） 0.06～0.10 7/7～7/29

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園� （敷地） 0.04～0.08 7/2～7/29

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.05～0.09 7/2～7/29

牡鹿地区集落 0.06～0.12 7/7～7/20

防災「合言葉」受賞作品防災「合言葉」受賞作品
優

　良

　賞

令和元年度石巻市学校防災推進会議

9
月
11
日（
金
）午
後
３
時
ご
ろ

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・
23

㍃
シ
ー
ベ

ル
ト

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
内
に
お
い
て
放
射
線
量
の
測

定
を
行
っ
た
結
果
、
測
定
地
点

の
全
て
で
、
健
康
に
影
響
を
与

え
る
よ
う
な
数
値
は
検
出
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
ご
安
心
く

だ
さ
い
。

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

空
間
放
射
線
量

7
月
の
測
定
結
果

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡

易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

□問�　
環
境
課
（
内
線
３
３
６
８
）

「住まいの復興給付金」申請相談会

と　　き ところ
９月12日（土）

午前10時～午後4時 市役所３階　36番窓口
10月９日（金）

と　　き ところ
９月12日（土）

午前10時～午後4時 市役所３階　36番窓口
10月17日（土）

□問�　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　☎ 0120-250-460（通話無料）　午前 9時～午後 5時（土日・祝日を除く）
　�　市生活再建支援課（内線 3964）

　東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所有者が、平成26年４月の消費税率８％
引き上げ以降に、住宅を建築・購入、または補修（工事費が税抜100万円以上）し、その後居
住する場合に、消費税増税分相当（建築・購入で消費税率８％の場合、最大約90万円、消費
税率10％の場合、最大約150万円）の給付が受けられる制度です。
※申請は、住宅の引渡日から１年以内にしてください。
 　（令和３年12月31日までに引き渡された住宅が対象） 
※次の場合は申請対象外です。

被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／消費税率５％
で建築・購入、あるいは補修を行っている場合
相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認など
　　　　　※会場では申請書の提出はできません。

　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）は、震災により被害を受けた方が、住宅の再建・
補修をするための融資（建設・購入の場合は当初５年間の金利０％）について、相談会を
行っています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

□申� ・□問�　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（通話無料）　午前9時～午後5時（祝日を除く）
　　□問�　市生活再建支援課（内線 3964）

「災害復興住宅融資」無料相談会 要電話予約

応
職員
縁
全国からの全国からの

震
災
移
転
再
建
時
に
水
道

加
入
金
が
免
除
さ
れ
ま
す

　
震
災
で
住
居
な
ど
を
移
転
再

建
す
る
方
の
負
担
軽
減
の
た

め
、特
例
措
置
と
し
て
加
入
金

を
免
除
し
て
い
ま
す
。

対
象　
給
水
区
域
内（
石
巻
市・

東
松
島
市
内
）に
お
い
て
、震

災
に
よ
り
住
居
な
ど
が
被
災

し
た
方
で
、移
転
再
建
す
る

際
に
、新
た
な
給
水
装
置
を

設
置
す
る
と
同
時
に
被
災
し

た
場
所
の
給
水
装
置
の
廃
止

手
続
き
を
す
る
方

※
建
売
住
宅
や
中
古
住
宅
な

ど
、す
で
に
加
入
手
続
済
み

の
物
件
を
購
入
の
場
合
は
、

免
除
の
対
象
外
で
す
。

申
請
期
限

　
令
和
３
年
３
月
31
日

□申�・
□問�　

石
巻
地
方
広
域
水
道

企
業
団
給
水
課

　
☎
９
５－

６
７
０
７

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）を
送
付
し
ま
す

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有

効
期
限
は
９
月
30
日（
水
）で
す
。

　
新
し
い
保
険
証
は
９
月
中
旬

以
降
に
住
民
票
の
住
所
に
簡
易

書
留
で
送
付
し
ま
す
。

□問�　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
７
）

　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課・

各
支
所

９
月
は
船
員
労
働
安
全

衛
生
月
間
で
す

　
「
安
全
は

一
人
一
人
の

積

み
重
ね

船
員
み
ん
な
で

ワ
ン

チ
ー
ム
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
訪

船
活
動
な
ど
を
実
施
し
、船
員

の
災
害・
疾
病
防
止
対
策
に
取

り
組
み
ま
す
。

□問�　
東
北
運
輸
局
石
巻
海
事
事

務
所

　
☎
９
５－

１
２
２
８

桃生中学校１年 阿
あ

部
べ

　晴
はる

斗
と

常に持とう
　防災知識と防災意識

　
市
水
産
課（
内
線
３
５
１
５
）

秋
の
交
通
安
全

県
民
総
ぐ
る
み
運
動

と
き

　

９
月
21
日（
月・
祝
）～
30
日

（
水
）

【
運
動
の
重
点
】



・

子
供
を
は
じ
め
と
す
る
歩
行

者
の
安
全
と
自
転
車
の
安
全

利
用
の
確
保


・
高
齢
運
転
者
な
ど
の
安
全
運

転
の
励
行



・
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事

故
防
止
と
飲
酒
運
転
な
ど
の

危
険
運
転
の
防
止

□問�　
防
災
推
進
課

　
（
内
線
４
１
７
３
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

環
境
・
エ
コ

環
境
・
エ
コ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
使
用

済
み
マ
ス
ク
な
ど
の
捨
て
方

　
せ
き
や
く
し
ゃ
み
な
ど
の
風

邪
症
状
が
あ
る
場
合
、使
用
済

み
マ
ス
ク
な
ど
は
、次
の
と
お

り
捨
て
ま
し
ょ
う
。



・

唾
液
や
排
泄
物
な
ど
の
体
液

が
付
着
し
た
ご
み（
使
用
済

み
マ
ス
ク
、鼻
を
か
ん
だ
テ

ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
）は
、ビ
ニ
ー

ル
袋
な
ど
で
密
閉
し
た
上

で
、指
定
袋
に
入
れ
て
排
出

し
て
く
だ
さ
い
。



・

指
定
袋
は
、ご
み
が
散
乱
し

な
い
よ
う
し
っ
か
り
結
び
、

収
集
日
の
当
日
、朝
８
時
30

分
ま
で
に
集
積
所
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

□問�　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
６
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な

ど
の
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
の
資
源
物
の
出
し
方

　
空
き
瓶・空
き
缶・ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
な
ど
は
資
源
物
と
し
て
回

収
し
、選
別
さ
れ
た
後
リ
サ
イ

ク
ル
さ
れ
ま
す
。

　
収
集
作
業
員
や
選
別
作
業
員

へ
の
感
染
を
防
止
す
る
た
め

に
、必
ず
中
身
を
出
し
切
り
、内

部
を
軽
く
水
洗
い
し
て
か
ら
出

し
て
く
だ
さ
い
。

□問�　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
３
）

空
き
地
は
適
正
に

管
理
し
ま
し
ょ
う
！

　

空
き
地
の
所
有
者
は
、雑
草

の
繁
茂
や
、害
虫
の
発
生
な
ど

に
よ
り
、周
辺
の
住
民
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
適
正
に
管
理

し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、空
き
地
に
は
囲
い
を

す
る
な
ど
、ご
み
が
捨
て
ら
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

□問�　
環
境
課

　
（
内
線
３
３
６
５
）

９
月
は
廃
棄
物
不
法
投

棄
防
止
強
化
月
間
で
す

　
空
き
地
や
一
般
家
庭
ご
み
の

集
積
所
へ
、廃
棄
物
の
不
法
投

棄
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
あ
り
、

法
律
で
禁
止
さ
れ
た
悪
質
な
行

為
で
す
。

　

不
法
投
棄
禁
止
違
反
は
、５

年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
、１
、

０
０
０
万
円（
法
人
の
場
合
は

３
億
円
）以
下
の
罰
金
、ま
た
は

併
科
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

　
不
法
投
棄
物
に
関
す
る
情
報

は
、近
く
の
警
察
署・交
番
ま
た

は
廃
棄
物
対
策
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

□問�　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
６
）

９
月
20
日（
日
）～
26
日（
土
）は

「
動
物
愛
護
週
間
」で
す

　

飼
い
主
に
は
、そ
の
動
物
が

命
を
終
え
る
ま
で
適
切
に
飼
い

続
け
る
終
生
飼
養
の
責
任
が
あ

り
ま
す
。

　
動
物
の
命
の
尊
厳
を
守
る
こ

と
や
、愛
護
に
対
す
る
関
心
が

高
ま
る
一
方
で
、不
適
正
飼
養

に
起
因
す
る
ト
ラ
ブ
ル
も
発
生

し
て
い
ま
す
。

　
飼
い
主
は
社
会
的
責
任
を
自

覚
し
、他
の
動
物
や
周
囲
の
人
へ

の
迷
惑
行
為
や
危
害
を
防
止
す

る
た
め
に
も
、習
性
や
生
態
を

正
し
く
理
解
し
、適
正
な
管
理

と
し
つ
け
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

□問�　
環
境
課

　
（
内
線
３
３
６
４
）

海
の
食
文
化
に
親
し
み

　

平
成
30
年
４
月
に
派
遣
さ
れ
、昨

年
４
月
か
ら
災
害
義
援
金
に
関
す
る

業
務
や
被
災
さ
れ
た
方
々
の
生
活
再

建
支
援
に
関
す
る
仕
事
を
担
当
し
て

い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
直
後
の
平
成
23

年
４
月
に
１
週
間
、石
巻
市
へ
派
遣

さ
れ
、保
健
師
と
共
に
被
災
さ
れ
た

方
々
の
健
康
調
査
に
回
っ
た
経
験
が

あ
り
、「
被
災
地
の
復
興
の
た
め
に
力

に
な
り
た
い
」と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

大
津
市
の
あ
る
滋
賀
県
は
、淡
水

の
琵
琶
湖
が
有
名
で
す
が
、海
は
あ

り
ま
せ
ん
。し
か
し
、私
は
太
平
洋
に

面
し
た
和
歌
山
県
串
本
町
出
身
で
、

カ
ツ
オ
や
鯨
肉
を
食
べ
る
石
巻
の
食

文
化
は
古
里
に
似
て
い
て
、と
て
も

親
し
み
を
感
じ
て
い
ま
す
。海
産
物

が
と
て
も
お
い
し
く
、関
西
で
は
出

回
ら
な
い
ホ
ヤ
も
大
好
き
。お
土
産

で
買
っ
て
い
く
と
家
族
や
親
戚
に
も

喜
ば
れ
ま
す
。

　
大
津
市
は
大
き
な
災
害
の
経
験
が

ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
、震
災
で
甚
大

な
被
害
を
受
け
た
石
巻
市
で
仕
事
を

す
る
こ
と
は
、と
て
も
貴
重
な
体
験

で
す
。学
ん
だ
こ
と
を
大
津
市
に
持

ち
帰
り
、防
災
面
な
ど
に
生
か
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

生活再建支援課

淀
よど
　貴
たか
司
し
さん（41）

大津市から派遣

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
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地　　区 蛇　田 釜・大街道 中　心
住  宅  名 新立野第一復興（1LDK） 新西前沼第一復興（2LDK） あけぼの北復興（3LDK）三ツ股第二復興（1LDK）三ツ股第一復興（3LDK） 新館復興（2LDK） 中央第一復興（1LDK） 中央第三復興（2LDK）
募集戸数 3戸（単身可★） 2戸（単身不可） 2戸（単身不可） 3戸（単身可★） 1戸（単身不可） 2戸（単身不可） 2戸（単身可★） 1戸（単身不可）

地　　区 中　心 湊 渡　波
住  宅  名 泉町復興（2LDK） 門脇西復興（3LDK） 吉野町復興（1LDK） 不動町復興（1LDK） 大門町復興（2LDK） 湊町復興（3LDK） 沖六勺西復興（3LDK） 新渡波東復興（1LDK）
募集戸数 1戸（単身不可） 1戸（単身不可） 1戸（単身可★）、車いす用 2戸（単身可★） 2戸（単身不可） 2戸（単身不可） 2戸（単身不可） 1戸（単身可★）、長屋

地　　区 渡　波 荻　浜 河　北 雄　勝
住  宅  名 新渡波東復興（2LDK） 折浜復興（2LDK） 二子復興（1LDK） 船越復興（2LDK）
募集戸数 2戸（単身不可）、戸建 1戸（単身可）、戸建 1戸（単身可）、戸建 1戸（単身可）、戸建

市営 ・ 県営住宅入居者募集
案内書配布場所　住宅課、各総合支所 ・ 支所、宮城県住宅供給公社東部支社
受付期間　９月１日（火）～12日（土）
申込方法　申込用紙を郵送してください。　※当日消印有効
重要
 ・ 申し込み時点で入居予定者の中に市税などの滞納がある方がいる場合または暴力団員がいる
場合は申し込みできません。
 ・ 申し込みの際に必要な書類は、事前に問い合わせください。
 ・ 災害などで住宅の提供が必要な場合、募集を中止することがあります。
 ・ ペットの飼育は禁止です。
 ・ 東日本大震災で住居を失った方（り災判定で自宅が全壊、大規模半壊または半壊で解体を余儀

※家賃は世帯の所得などにより決定します。
★の印が付いている単身可の住宅は、満60歳以上の方、障害者手帳などをお持ちの方、生活保護法被保護
者の方などのみ単身での申し込みが可能です。

地　　区 渡　波 稲　井 牡　鹿 河　北
住  宅  名 万石浦（3DK） 稲井（2LDK） 鮎川笹ヶ平勤労者（1K） 河北川の上上納（新）（2LDK）
募集戸数 2戸（単身不可） 2戸（単身不可） 2戸（単身可） 1戸（単身可）、戸建

募集する住宅 ： 既存住宅

募集する住宅 ： 復興住宅

なくされた方）は、収入基準などの入居要件を満たしているものとして申し込み可能です（特
定公共賃貸住宅を除く）。市営住宅（一般募集の復興住宅を含む）に入居した場合、家賃低減化
の措置は受けられません。
 ・ 県営住宅、その他詳しくは、ホームページをご覧になるか、問い合わせください。
□申  ・□問  　宮城県住宅供給公社　東部支社（中里七丁目1番3）　☎21-5657

（行き）
停留所名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

石巻駅前 6:00 7:50 9:40 12:00 14:30
立町通り 6:02 7:52 9:42 12:02 14:32
住吉町 6:04 7:54 9:44 12:04 14:34
㈱ミヤコーバス石巻営業所 6:05 7:55 9:45 12:05 14:35
大橋通り 6:06 7:56 9:46 12:06 14:36
開北橋 6:07 7:57 9:47 12:07 14:37
霊園ロータリー前 6:12 8:02 9:52 12:12 14:42
３－４区墓域前 6:22 8:12 10:02 12:22 14:52

（帰り）
停留所名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

３－４区墓域前 7:15 9:05 10:55 13:15 15:45
霊園ロータリー前 7:25 9:15 11:05 13:25 15:55
開北橋 7:30 9:20 11:10 13:30 16:00
大橋通り 7:31 9:21 11:11 13:31 16:01
㈱ミヤコーバス石巻営業所 7:32 9:22 11:12 13:32 16:02
住吉町 7:33 9:23 11:13 13:33 16:03
立町通り 7:35 9:25 11:15 13:35 16:05
石巻駅前 7:37 9:27 11:17 13:37 16:07

※駐車禁止区域外の路上は、全区域
　「片側駐車」となります。

※

お
彼
岸
期
間
の
み

お彼岸期間中は、石巻霊園入口が大変混み合います。
霊園行き無料バスをご利用ください。

○供物は必ずお持ち帰りください。
○霊園内での火災を防ぐため、火の後始末を徹底しましょう。

霊園行き無料バス時刻表
とき　９月19日（土）

□問  　環境課（内線3377）
※立町通り停留所は仙台銀行付近です。

お彼岸の石巻霊園は混み合います

募
集
・
案
内

募
集
・
案
内

デ
リ
バ
リ
ー・
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

事
業
参
入
支
援
事
業
補
助
金
の

申
請
は
９
月
30
日
ま
で
で
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
に
よ
り
売
り
上
げ
が
減

少
し
た
市
内
中
小
飲
食
事
業
者

な
ど
の
方
が
新
た
な
サ
ー
ビ
ス

と
し
て「
デ
リ
バ
リ
ー
」や「
テ

イ
ク
ア
ウ
ト
」を
行
い
、売
り
上

げ
を
確
保
す
る
取
り
組
み
へ
の

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　
市
内
で
飲
食
店
な
ど
を

営
業
し
て
い
る
方（
飲
食
店

や
宿
泊
施
設
、食
品
流
通
関

係
事
業
者
を
含
む
）で
、３
月

１
日
か
ら
６
月
30
日
ま
で
の

間
に
デ
リ
バ
リ
ー・
テ
イ
ク

ア
ウ
ト
事
業
を
開
始
し
た
方

助
成
金
額　
デ
リ
バ
リ
ー
ま
た

は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
事
業
を
開

始
す
る
た
め
に
要
し
た
初
期

費
用（
容
器
購
入
費
や
備
品

購
入
費
、広
告
費
な
ど
）の
４

分
の
３
以
内（
限
度
額
20
万

円
）

申
請
期
限　
９
月
30
日（
水
）

※
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た

め
、郵
送
で
の
申
請
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

□申 ・□問 　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）商
工
課

　
（
内
線
３
５
２
３
）

合
同
企
業
説
明
会

　

石
巻
市
、東
松
島
市
お
よ
び

女
川
町
の
企
業
に
よ
る
合
同
企

業
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。各

企
業
ブ
ー
ス
で
の
個
別
面
談
も

可
能
で
す
。

と
き　
９
月
30
日（
水
）

　
午
前
10
時
～
正
午
、

　
午
後
２
時
～
４
時

と
こ
ろ

　
県
石
巻
合
同
庁
舎
１
階
会
議

室
※
来
場
の
際
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
て
く
だ
さ
い
。

□問 　
石
巻
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０－

５
４
３－

５
４
２

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
石
巻

☎
９
５－

０
１
５
８

　
市
商
工
課

　
（
内
線
３
５
２
３
）

手
作
り
作
品
展

　
皆
さ
ん
が
自
宅
で
制
作
し
た

作
品
や
写
真
な
ど
を
、関
連
本

と
と
も
に
展
示
し
ま
す
。

作
品
募
集
期
間　

９
月
１
日

（
火
）～
27
日（
日
）

作
品
展
示
期
間　

10
月
６
日

（
火
）～
11
月
１
日（
日
）

申
込
方
法　
直
接
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　
　
提
出
時
に
出
品
票
へ
記
入

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

□申 ・□問 　
図
書
館

　
☎
９
３－
８
６
３
５

石巻霊園返還墓所の使用許可申請を受け付けています

区画面積 使用料
４㎡ 94,600円
６㎡ 178,200円
９㎡ 333,300円
12㎡ 534,600円

　返還墓所とは、一度使用許可を受けて使用された墓所で、他の墓地への改葬などにより、
市へ返還された墓所のことをいいます。
受付期限　令和３年３月31日（受付時間：午前９時～午後４時）
　　　　　※申請書受け付け順に墓所を選定してもらいます。
　　　　　※全ての区画が決まれば、受け付けは終了します。
受付場所　環境課
　　　　※総合支所および支所での申請書の配布・受け付けは行いません。

　　　　　※郵送による申請書の配布・受け付けは行いません。
対象
・申請時点で市内に３カ月以上住所を有する方で、墓所の祭し者
・焼骨を有する方
※死体（胎）埋・火葬許可証または焼骨の埋・収蔵事実の確認書が必要です。ただし、東日本
大震災で遺体が発見されずに死亡認定を受けられたご遺族は申し込みができます。

墓所使用料

※墓碑の制限については、申請書配布時に説明します。
※石巻霊園における返還墓地のみの供給であり、石巻第二霊園一般墓所および個別集合墓
所の申し込みはできません。

□申   ・ □問 　環境課（内線3377）


